
空き店舗活用チャレンジ等支援事業補助金
地域経済の活性化やにぎわいの創出を図るため、事業者や商店街団体等による市内の空き店舗の活用と既存店舗の魅力
向上に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

長野県中野市

助成型（※2）

設備投資

事業者、創業者、商店街団体等

～

(1) 空き店舗 ①改修補助：100万円～150万円、補助率2/3または1/2
②賃借補助：50万円～100万円、補助率2/3または1/2
(2) 既存店舗魅力向上補助：100万円、補助率1/3

(1)空き店舗活用チャレンジ事業
① 改修費補助 空き店舗を活用して事業を行うための店舗設備等の改修に要する経費。新規
出店の場合は、広報費、会社設立時の登記に要する経費等を含む。
② 賃料補助 空き店舗を活用して事業を行うための建物の賃借に要する経費
(2)既存店舗魅力向上チャレンジ事業
事業拡大又は業種転換による既存店舗の改修に要する経費及び店舗の利便性又は集客力の
向上に寄与する設備の改修に要する経費

経済部 商工観光課 商工労政係
電話：0269-22-2111(258,272)

https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2024033100016/
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